
   伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱  

  （趣旨） 

第１条  この要綱は、市内中小企業の経営の合理化及び振興を図るため、伊勢原市中

小企業融資規則（昭和５８年伊勢原市規則第５号。以下「規則」という。）第３条

第１号に規定する事業振興資金等の融資制度を利用した市内中小企業者に対して、

信用保証料（以下「保証料」という。）の一部を補助することについて、伊勢原市

補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号）に規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

  （補助対象） 

第２条  補助の対象となる者は、市内中小企業者であって、次に掲げる資金を利用し、

神奈川県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証を受けるため、保証協

会に保証料を支払ったものとする。 

 (1) 規則第３条第１号に規定する事業振興資金 

(2) 神奈川県中小企業制度融資要綱（以下「県融資要綱」という。）第８条第１号 

  に規定する経営安定資金 

 (3) 県融資要綱第９条第１号に規定する小口零細企業保証資金 

 (4) 県融資要綱第９条第２号に規定する小規模事業資金 

 (5) 県融資要綱第１０条第１号に規定するライフステージ別資金（創業期） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、保証料の補助対

象としない。 

(1) 市税を完納していないとき。 

(2) 市長が交付することが適当でないと認めるとき。 

  （補助金額） 

第３条  補助金の額は、保証協会に払い込んだ保証料のうち５０，０００円まではそ

の相当額とし、５０，０００円を超える場合は、５０，０００円を超えた額の２分

の１相当額と５０，０００円の合計額とする。ただし、１００，０００円を限度と

する。 

  （補助金交付申請） 

第４条  保証料の補助を受けようとする者は、保証料を払い込んだ後、規則第５条に

定める取扱金融機関又は県融資要綱第４条第２項に定める取扱金融機関の証明を得



て、信用保証料補助金交付申請書（第１号様式）に支払った信用保証料の額が分か

る資料を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める申請は、融資を受けた日から１年以内にしなければならない。 

  （補助金交付の決定等） 

第５条  市長は、前条に規定する信用保証料補助金交付申請書が提出された場合で当

該申請に係る書類を審査し、交付を決定したときは、信用保証料補助金交付決定通

知書（第２号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、交付しないことを

決定したときは、信用保証料補助金不交付決定通知書（第３号様式）により申請人

に通知するものとする。 

 （決定の変更等） 

第６条 前条に定める交付の決定を受けた者は、第４条に定める申請の内容に変更が 

生じた場合、速やかに信用保証料補助金交付決定（変更・取消）申請書（第４号様 

式。以下「変更申請書」という。）に変更内容が確認できるものを添えて市長に提 

出しなければならない。 

２ 市長は、前項に定める変更申請書が提出された場合で前条に定める交付の決定を 

変更したときは、信用保証料補助金交付決定（変更・取消）通知書（第５号様式） 

により当該交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

  （決定の取消し等） 

第７条  補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させること

ができる。 

(1) 借入れ保証期間又は金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返還

を受けたとき。 

(2) 規則第７条の表に定める資金使途又は県融資要綱第８条、第９条若しくは第１０

条に定める目的以外に事業資金を使用したとき。 

(3) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、信用保証料

補助金交付決定（変更・取消）通知書により当該決定を受けた者に通知するものと

する。 

 （補助金の請求） 



第８条 第５条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、信用保証料補助金交

付請求書（第６号様式）に交付決定通知書の写しを添えて、速やかに市長へ請求し

なければならない。 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、前条に定める請求がされた場合、その内容を審査し、速やかに補助

金を交付するものとする。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

  この要綱は、公布の日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

      附  則 

  この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この告示は、公表の日から施行し、平成５年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この告示は、平成１４年１月１日から施行する。 

      附 則 

  この告示は、平成１４年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１  この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要 

綱の規定は、平成２１年１月１日から適用する。 

  （経過措置） 

２  この告示の施行の際、現に申請書が市に到達している補助金交付申請の内容が、 

この告示の施行後、当該申請書に記載された申請額を超える金額を受給することが 

できるものであるときは、市長は、申請者にその旨を通知し、申請書を補正する機

会を付与しなければならない。 

   附 則 



 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱

の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱

の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱

の規定は、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年３月２８日告示第５７号） 

 この告示は、平成２６年４月１日から施行する。  

      附 則（平成２７年３月３１日告示第６２号） 

 この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

      附 則（平成２８年３月３１日告示第３１号） 

  （施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

   （経過措置） 

２ 改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱の規定は、施行日以後借入れを実 

行したものについて適用し、施行日前に借入れを実行したものについては、なお従

前の例による。 

   附 則（平成２９年３月３１日告示第６４号） 



 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附 則（平成３１年３月２８日告示第４４号） 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

   附 則（令和３年７月１５日告示第１８１号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月１８日告示第２６号） 

  （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する 

  （経過措置） 

２ 改正後の伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱の規定は、令和３年４月１日以降

に融資を利用したものについて適用し、同日前に融資を利用したものについては、

なお従前の例による。 



第１号様式（第４条関係） 

信用保証料補助金交付申請書 

 
    年  月  日  

 伊勢原市長 殿    
所 在 地  
名 称  
代表者氏名 ㊞ 
電 話 番 号  

 
 伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱第４条の規定により次のとおり申請します。また、同要綱

第２条第２項に規定する事項の確認のため、納税状況について調査されることに同意します。 

１ 資金の名称  

２ 資金の種類  

３ 借入保証金額                          円 

４ 保証期間      年  月  日 から     年  月  日 まで 

５ 返済方法      か月払 

６ 保証料 

(1)保証料総額                          円 

(2)差引額 

返 戻 保 証 料              円 

地 公 体 補 助 額              円 
その他

（        ）              円 

本 人 負 担 額 （ (1)－(2) ）                              円 

７ 補助金申請額  円 

８ 営業の概要 
商号（屋号）  
所 在 地  
業 種  

金

融

機

関

記

入

欄 

上記のとおり、神奈川県信用保証協会の信用保証により貸付をし、保証料の払込みがあっ

たことを確認します。 
保証番号  

年   月   日 

金 融 機 関 名  

代 表 者 ㊞ 
 

 



 

第２号様式（第５条関係） 
 

信用保証料補助金交付決定通知書 

 
 

伊勢原市指令（  ）   号  
年  月  日  

 
所 在 地  

 
 名   称  
 
 代表者氏名             様 

 
 

伊勢原市長             印  
  
 
       年  月  日付 け で 申 請 の あ り ま し た 補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 
  次のとおり決定しましたので、伊勢原市信用保証料補助要綱第５条の規定に基づき、 

通知します。 
 

１ 資 金 の 名 称  

２ 借入保証金額 円 

３ 保 証 期 間 か月間 （     年  月  日～    年  月 日） 

４ 保証料補助金額     円 

５ 条     件 

１ この補助金は、上記の資金利用に際し、要した信用保証協会に払い込ん
だ保証料の負担を軽減するため保証料を補助するものです。 

２ 次の各号に該当するときは、この決定の全部又は一部を取り消すととも
に、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還していただき
ます。 

 (1) 借入保証期間及び金額が減少し、払い込んだ保証料が返還されたとき。 
 (2) 伊勢原市中小企業融資規則（昭和５８年伊勢原市規則第５号）第７条
    の表に定める資金使途又は神奈川県中小企業制度融資要綱（平成１２年
    ４月１日施行）第９条若しくは同要綱第１０条に定める目的以外に使用
    したとき。 
  (3) 不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

６ 指     示 
信用保証料補助金交付請求書（第６号様式）を提出してください。 
提出先 259-1188 神奈川県伊勢原市田中３４８番地 
    伊勢原市役所  

７ 教     示 

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内に、伊勢原市長に対して審査請求をすること
ができます。 
 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知
を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟に
おいて市を代表とする者は市長となります。）、提起することができま
す。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、そ
の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内
に提起しなければなりません。 

 



 

第３号様式（第５条関係） 
 

信用保証料補助金不交付決定通知書 

 
 

伊勢原市指令（  ）   号  
年  月  日  

 
所 在 地  

 
 名   称  
 
 代表者氏名             様 

 
 

伊勢原市長             印  
  
 
       年  月  日付 け で 申 請 の あ り ま し た 補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 
  次のとおり決定しましたので、伊勢原市信用保証料補助要綱第５条の規定に基づき、 

通知します。 
 

１ 資 金 の 名 称  

２ 借入保証金額 円 

３ 保 証 期 間 か月間 （     年  月  日～    年  月 日） 

４ 信用保証料払込額     円 

５ 不交付の理由  

６ 教     示 

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内に、伊勢原市長に対して審査請求をすること
ができます。 
 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知
を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟に
おいて市を代表とする者は市長となります。）、提起することができま
す。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、そ
の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内
に提起しなければなりません。 

７ そ  の  他 

  
この補助金については、不交付決定通知後に補助対象の要件を満たす

ことができた場合、再度申請することができます。 
 申請期日：融資を受けた日から１年以内 

 



第４号様式（第６条関係） 
 

信用保証料補助金交付決定（ 変更 ・ 取消 ）申請書 
 

    年  月  日  
 

 伊勢原市長 殿 
 

所 在 地  
名 称  
代 表 者 氏 名  
電 話 番 号  

 
     年  月  日付けで交付決定した信用保証料補助金交付に係る決定を、次のと

おり 変更する ・ 取り消す ので申請します。 
 

資 金 の 名 称  

借 入 保 証 金 額               円 

保 証 期 間    か月間 
（      年  月  日 ～       年  月  日） 

補助金交付決定額 円 

変更・取消内容 

変 更 前 変 更 後 

  

変更・取消理由 

 

 



第５号様式（第６条、第７条関係） 
 

                         伊勢原市指令（  ）第   号 
                                 年  月  日 
 

信用保証料補助金交付決定（ 変更 ・ 取消 ）通知書 
 

所 在 地  
名 称  
代 表 者 氏 名 様 

 
 

伊勢原市長             印  
 

     年  月  日付けで交付決定した信用保証料補助金交付に係る決定を、次の 
とおり 変更する ・ 取り消すので通知します。 

資 金 の 名 称  

借 入 保 証 金 額              円 

保 証 期 間    か月間 
（    年  月  日～    年  月  日） 

取消理由又は変更内容  

備 考  

教 示 

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、伊勢原市長に対して審査請

求をすることができます。 
 また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分

の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告と

して（訴訟において市を代表とする者は市長となります。）、提起

することができます。ただし、審査請求をした場合には、この処

分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません。 
 



第６号様式（第８条関係） 
 

信用保証料補助金交付請求書 
 

    年  月  日  
 
 伊勢原市長 殿 
 

所 在 地  
名 称  
代表者氏名 ○印  
電 話 番 号  

 
 伊勢原市中小企業信用保証料補助要綱第８条の規定に基づき、次のとおり補助金の交付を

請求します。 
 
 

資 金 の 名 称 
 

交 付 請 求 額 円 
 
振込先 

金融機関名 

銀   行  

信用金庫  

信用組合  

支店名  

口 座 種 類 
□普 通 

□当 座 
口座番号 

       

フ リ ガ ナ  

口座名義人 
 

 
添付書類  信用保証料補助金交付決定通知書の写し 


